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				国民健康保険 町立八丈病院 経営強化プランについて
			

								

				
			
国からの「公立病院経営強化プラン」策定要請に基づき、八丈病院でも「国民健康保険 町立八丈病院経営強化プラン」を策定しました。
本プランをもとに、今後も持続可能な地域医療提供体制を確保していけるよう、実行・検証していきます。




▶ 国民健康保険 町立八丈病院経営強化プラン




【問い合わせ】
町立八丈病院　電話　2-1188

					

										
	
				
			
						
				令和６年度野良猫対策（避妊・去勢）補助金について
			

								

				
			
令和６年４月より、野良猫対策補助金（避妊・去勢手術）事業が再開されます。
詳しくは下記をご確認ください。
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_cathojyo.html




【問い合わせ】
福祉健康課保健係　電話 2-5570

					

										
	
				
			
						
				令和６年度新型コロナウイルスワクチン接種のご案内
			

								

				
			
新型コロナウイルスワクチンの全額公費による接種は、令和６年3月31日をもって終了となりました。4月1日以降の接種については下記予定となります。
※下記はすべて現時点で国が発表している内容です。 変更等あった場合は、再度お知らせします。
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【問い合わせ】
福祉健康課保健係　電話 2-5570

					

										
	
				
			
						
				令和６年度帯状疱疹ワクチン接種費用扶助について
			

								

				
			
令和５年４月より実施している帯状疱疹ワクチン接種費用扶助を引き続き実施します。
詳しくは、以下をご覧下さい。
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_taijyohoshin.html




【問い合わせ】
福祉健康課保健係　電話 2-5570

					

										
	
				
			
						
				令和６年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者及び町補助金額が変わります！
			

								

				
			
　高齢者肺炎球菌予防接種は、令和５年度までは国の経過措置として、６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳になる年度が対象でしたが、令和６年度からは６５歳になられる方のみが対象となります。また、６０歳～６４歳の方でも対象となる場合があります。詳しくは下記表をご確認ください。
※接種料金変更に伴い、町補助額に変更があります。自己負担額に変更はありません。
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●費用扶助を受けるための手続き
　町立病院にて接種を申し込む際、申請書を記載してください。役場への来庁は不要です。
　※印鑑必要
　島外医療機関での接種の場合は、町役場保健係にて申請書の記載をしてください。
　接種した医療機関の領収書（接種内容、接種日、接種料金がわかるもの）の提出が必要です。
●注意事項
　再接種をご希望される場合は、１回目の接種から５年以上の間隔を空ける必要があります。




【問い合わせ】
福祉健康課保健係　電話 2-5570

					

										
	
				
			
						
				がん患者ウィッグ等購入費一部助成
			

								

				
			
　がん治療による外見の変化をカバーするために必要な補整具の購入費の一部を助成し、がん患者の就労継続等の社会生活を支援します。




〇助成対象者（八丈町に住所があり、次のいずれにも該当する方）
　・がんと診断され、その治療を行っていること
　・がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、補整具が必要となっていること
〇助成対象品
　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日までに購入したもの）
　・ウィッグ（かつら）
　　※医療用には限りませんが、付属品やケア用品は除きます
　・胸部補整具（補整用下着、補整用シリコンパッド、人工ニップル等）
〇助成額（消費税含む）
　・20,000円　または　購入費の1/2に相当する額（１円未満切捨）のいずれか低い額。
　　※年度内にウィッグと胸部補整具分を１回ずつ申請が可能です
〇申請期限
　・令和７年４月１１日（金）
〇申請に必要なもの
　・がんの治療をうけていることを証する書類
　　※化学療法又は手術など、がんの治療を行ったことが分かる書類
　　　（お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書など）
　・補整具を購入した①～⑤が分かる書類（領収書等）
　　※①宛名（申請者氏名）、②購入日（発行日）、③購入金額、④金額の内訳、⑤領収書等発行者の名称及び住所
　・印鑑
　・助成金の振込先（申請者本人名義、未成年者においては保護者の名義）




【問い合わせ】
福祉健康課保健係　電話 04996-2-5570

					

										
	
				
			
						
				都指定有形文化財「甘藷由来碑」の公開再開のお知らせ
			

								

				
			
改修工事に伴い、公開を一時中止していた“都指定有形文化財「甘藷由来碑」”は、工事が完了しましたので、公開を再開します。




▶ 八丈島の文化財「八丈島甘藷由来碑」




【問い合わせ】
教育課生涯学習係　　TEL　2-7071　

					

										
	
				
			
						
				使用料等の収納事務を委託しています
			

								

				
			
　町では、使用料・手数料等の収納事務を民間事業者等に委託していますので、地方自治法施行令第１５８条第２項の規定及び地方公営企業法施行令第２６条の４第１項の規定により、以下のとおり公表します。




１　八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく一般廃棄物処理手数料の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都江東区若洲二丁目８番地２５号
名　称　有明興業株式会社
代表者　代表取締役 松岡 和人
適用範囲　 南原処理場において手数料を収納し、領収書を交付する。（粗大ごみ）




２　八丈町歴史民俗資料館条例に基づく資料館の業務に係る入館料の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和６年１１月３０日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
名　称　公益社団法人八丈町シルバー人材センター
代表者　会長 伊藤 宏
適用範囲　八丈町歴史民俗資料館窓口において入館料を収納し、領収書を交付する。




３　八丈町コミュニティーセンター設置条例に基づくコミュニティーセンターの業務に係る使用料の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
名　称　公益社団法人八丈町シルバー人材センター
代表者　会長 伊藤 宏
適用範囲　八丈町コミュニティーセンター窓口において使用料を収納し、領収書を交付する。
(3)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都八丈島八丈町在住
名　称　個人事業主　　
適用範囲　八丈町コミュニティーセンターボウリング場受付において使用料を収納し、領収書を交付する。

４　八丈町病院事業の設置等に関する条例に基づく病院事業の業務に係る使用料及び手数料等の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　愛知県名古屋市北区大曽根一丁目26番23号
名　称　株式会社セラム
代表者　代表取締役 玉置 正樹
適用範囲　国民健康保険町立八丈病院会計窓口及び休日夜間受付において使用料及び手数料等を収納し、領収書を交付する。




５　八丈町温泉浴場条例に基づく温泉浴場の業務に係る使用料の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
名　称　公益社団法人八丈町シルバー人材センター
代表者　会長 伊藤 宏
適用範囲　八丈町各温泉浴場受付において使用料を収納し、領収書を交付する。




６　八丈町物流センター条例に基づく物流センターの業務に係る使用料の収納事務
(1)委託期間　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
(2)収納事務受託者と適用範囲　
住　所　東京都八丈島八丈町三根4206番地
名　称　八丈島漁業協同組合
代表者　代表理事組合長 田中 國治
適用範囲　八丈町物流センターにおいて公金を収納し、領収書を交付する。




【問い合わせ】
企画財政課企画情報係 電話 04996-2-1120

					

										
	
				
			
						
				東京都が実施する「島しょ法律相談」について
			

								

				
			
　東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。相談は無料です。
　ご相談者のプライバシーは固く守られていますので、安心してご相談ください。

《相談日》　　月・水・金曜日　(祝日・年末年始の閉庁日を除く。)
《相談時間》　午後１時～４時
※　相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もございますので、事前にご予約いただくと確実です。
《事前予約》　　　　 月～金曜日　(祝日・年末年始の閉庁日を除く。)　
《予約受付時間》　　 午前９時～午後５時




相談・予約・問合せ：東京都生活文化スポーツ局都民生活部地域活動推進課
　　　　　　　電話：０３－５３８８－２２４５




[image: ]





					

										
	
				
			
						
				第二東京弁護士会　島嶼部電話法律相談
			

								

				
			
無料相談・要予約




日時：4月26日（金）、5月24日（金）、6月28日（金）、7月26日（金）
　　　8月23日（金）、9月27日（金）
　　　午前10時～正午　一人当たり20分目途




相談までの流れ
①あらかじめ電話での予約が必要です。
　・予約受付：第二東京弁護士会法律相談課　電話 03−358１−2250　
　・受付時間：平日午前 9 時30分～午後 4 時30分
②予約後、相談希望者宛てに申込用紙をFAXでお送りします。
③申込用紙を相談日の前日までにFAXで送信してください。必要に応じて。相談に関する書類（登記簿謄本、戸籍謄本、契約書、相手方とやりとりしている手紙など）も併せてお送りください。
　・FAX送信先：03−3580−6688　
④予約した相談日時に、相談用電話番号にご連絡ください。担当弁護士がお話を伺います。
　・相談日当日用電話：03−358１−2407




【問い合わせ】
第二東京弁護士会法律相談課　藤井　電話 03−3581−2250
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